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本誌特別調査

2024年度
 モデル賃金・年収調査
（労務行政研究所）

2025年卒採用の振り返りと
今後の展望

実務解説

三菱電機の新人事制度
企業事例

一般職に対して社宅制度の利用を認めない運用を続けることは間接差別に該当し、不法行為が成立する
AGCグリーンテック事件（東京地裁　令 6. 5.13判決）

労働判例

相談室Q&A
●終業間際など不適切な業務の割り振りで部下から苦情が寄せられている管理職を懲戒できるか
●私生活上の非違行為に対する懲戒処分において、どのような考え方で量定を決めればよいか
●法定外休暇中に急な出勤を命じた結果として旅行のキャンセル料が発生した場合、会社は支払う必要があるか
●残業時の業務を社員に個人事業主として受託させることは問題か
●賞与とは別に寸志を支給する場合も規定化が必要か。また、社会保険等の手続きで留意すべき点はあるか
●業績悪化に伴い、使用人身分の執行役員と使用人兼務役員の賞与を不支給としてよいか
●時間給は変わらないまま勤務体系（所定労働時間）が変わる場合でも、随時改定の対象となるか
●新たに社会保険の適用対象となるパート従業員の求めに応じ、所定労働時間を減らす必要はあるか

2025年版
賃金傾向値表（月例賃金・年収）
［ダウンロードサービス］ 産業別試算44表
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